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紙推進協ニュース ２０２４年６月２８日 №１１９ 

紙製容器包装リサイクル推進協議会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館8階 

                            TEL：03-3501-6191  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kami-suisinkyo.org/ 

                               FAX：03-3501-0203  E ﾒｰﾙ：p@kami-suisinkyo.org 

 

本紙推進協ニュースNo.１１９では、（１）「２０２４年度当推進協議会定時総会」  

（６／３開催）（２）容リ制度見直しの関連動向（３）指定法人委員会情報 ①「精

算金額及び精算率」②「紙容器事業部２０２３年度業務報告」（４）複合品（複

合紙製容器包装）リサイクル推進WG設置及び特別会費募集をお届け致します。 
 

◇ ２０２４年度定時総会開催 

６月３日（月）１５時３０分から、ＫＫＲ

ホテル東京において、当推進協議会２０２４

年度定時総会が開催されました。新型コロナ

ウイルス感染症も５類扱いとなって１年が経

過し、総会の懇親会も２年連続で開催させて

いただくことといたしました。また個別活動

報告もパワーポイントを使用して、発表しま

した。野口会長のご挨拶の後、審議に入りま

した。 

＜会長挨拶＞ 

本日は、皆様、ご多忙中にもかかわらず、定時総会に多数ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

また、日頃より当推進協議会の活動に対しご理解とご協力を賜り、あらためて御礼を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症による混乱も落ち着きを取り戻しつつある中、未だ国際情勢の緊迫化は続き、円安

等の影響によるエネルギー価格や原材料価格の高騰により、日本経済をめぐる不確実性は高まったままの状況に

あります。 

このような中で、「プラスチック資源循環促進法」の施行に伴い、昨年４月より日本容器包装リサイクル協会を

通じて容リプラ・製品プラの再商品化が始まり、プラからの「紙化」もより注目されるようになるなど当推進協

議会の役割もより大きくなるかと思います。 

皆様におかれましては、今後の活動に向け、引き続きご協力ご支援を切にお願い申し上げます。 

 

＜総会成立の確認及び議事録署名人の選出＞ 

  川村専務理事より、出席３４会員、委任状提出２２会員で全会員５６会員となり規約第１７条の過半数に達し、 

 総会が成立していることを報告しました。規約第１５条により、野口会長が議長に就任、議長挨拶の後、議事録 

署名人に全日本菓子協会の鶴見専務理事及び（一社）日本印刷産業連合会の倉持常務理事を選出しました。 

 

Ⅰ 議題及び審議結果 

総会では、以下議案について審議され、議案は全て承認されて今総会の議事は終了しました。 

第１号議案 ２０２３年度活動報告ならびに収支決算報告 

第２号議案 役員改選 

第３号議案 ２０２４年度活動計画ならびに収支予算案 
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Ⅱ 各議案内容及び審議状況 

『 第１号議案 ２０２３年度活動報告ならびに収支決算報告 』 

議長から専務理事へ報告するように指示があり、専務理事が以下の２０２３年度活動報告ならびに収支決算報

告を行いました。 

２０２３年度 活動報告 

（１）紙製容器包装のリサイクル状況 

指定法人の事業実績（２０２３年度市町村からの引取実績量、再商品化販売量）、環境省容リ法に基づく分別 

  収集・再商品化の実績（２０２２年度実績）、当推進協議会調査推計結果（２０２２年度実績回収量・回収率） 

  を報告しました。 

（２）自主行動計画２０２５フォローアップ報告（２０２２年度実績） 

   ３Ｒ推進団体連絡会として経団連とともに記者発表しました。 

① リデュースの推進：１６.２％削減（包装用紙・紙器用板紙の国内出荷量） 

② リサイクルの推進：回収率２２.９％ 

（３）容器包装リサイクル制度見直しに向けた取り組み及び関連動向 

＜容リ法改正対策委員会＞ 

① 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会の設置 

② 容リ協を活用する製品プラ等に関する再商品化業務開始 

③ ＣＬＯＭＡ（クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス）の取り組み 

④ 名古屋市が「紙単体紙製容器包装」を容リルートでの回収から離脱 

（４）紙製容器包装の会議・調査活動 

  ① 新型コロナウイルス感染症禍からの平常化 

  ② 「容リ法改正対策・総務・技術委員会活動報告書」発行 

  ＜技術委員会＞ 

③ 市町村のヒアリング調査及び組成分析調査 

  ④ 紙製容器包装のマテリアルフロー（2022年度）の作成 

  ＜総務委員会＞ 

  ⑤ 市町村回収量アンケート調査 

（５）３Ｒ推進のための広報・啓発 

＜総務委員会＞ 

① 「３Ｒ改善事例集第１７版」の発行 

② 「エコプロ２０２３」出展（１２月６日－８日：東京ビックサイト） 

（６） ３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

① 自主行動計画フォローアップ報告（１２月１５日：経団連会館） 

② 主体間連携の推進 

・「容器包装３Ｒ推進フォーラム」（港区：２月２日） 

・意見交換会「容器包装３Ｒ交流セミナー」（札幌、松江、宇都宮市）開催 

・３Ｒ市民リーダー育成プログラム 

・展示会への出展 

（７）会員への情報提供 

  ① 紙推進協ニュース（Ｎｏ.１１５～１１８）の発行やメールの発信 

  ② 「３Ｒ改善事例集第１７版」を全会員に送付 

③ ホームページの充実 
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（８）２０２３年度収支決算報告 

収支決算報告後、２０２４年５月１０日に江崎グリコ(株)の島田監事と森永乳業(株)の佐々木監事が行った 

監査結果について、両監事を代表し島田監事より会計処理が適正であるとの監査報告をしていただきました。 

 

   第１号議案について議長が質問、意見を求めたところ満場異議なく了承されました。 

 

『 第２号議案 役員改選 』 

議長から専務理事へ説明するように指示があり、役員改選について説明を行いました。 

当推進協議会の役員の任期は２年で、本年度は役員改選の年でございます。５月１５日に開催しました理事会

で、役員改選後の体制について話し合われ、「第２号議案」の通りの役員候補といたしました。 

新会長候補には、引き続きTOPPAN(株)の野口専務執行役員に、新副会長につきましても、森永製菓(株)の国近

上席執行役員生産本部調達部部長、日本製薬団体連合会の山田統括調整役及び日本製紙連合会の原田常務理事が

引き続き候補となっています。 

専務理事、理事、監事につきましては役員候補名簿のとおりです。 

新理事候補においては、（一社）日本印刷産業連合会の倉持常務理事が飯島常務理事に、日本石鹸洗剤工業会の

西條専務理事が髙岡専務理事に交代となっています。 

 

第２号議案について議長が質問、意見を求めたところ満場異議なく了承されました。 

 

＜野口新会長挨拶＞ 

新会長に再任となりました野口でございます。 

２０２４年度も会員の皆様一人一人のご協力をいただき、当推進協議会の活動が有意義なものとなりますよう、

新役員一同、力を合わせて取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願いいたします。 

 

『 第３号議案 ２０２４年度活動計画ならびに収支予算案 』 

 議長から専務理事へ報告するように指示があり、専務理事が以下の２０２４年度活動計画ならびに収支予算案に 

ついて報告しました。 

２０２４年度 活動計画 

（１）企画・運営 

＜運営幹事会＞ 

当推進協議会の活動全体の企画・運営体制の強化を図ります。 

（２）容器包装リサイクル制度の見直しに向けた取り組み 

 ＜容リ法改正対策委員会＞ 

① 自主行動計画２０２５のフォローアップ報告（2023年度実績） 

自主行動計画２０２５（2021～2025年度）３年度目（2023年度）のフォローアップ報告を経団連ととも 

に１２月に記者発表します。 

② 紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」改訂 

前回の合同審議会で、当推進協議会による紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」と 

して、紙製容器包装の紙単体と複合品の区別表示を設定することを提言し、「容器包装リサイクル制度の施行状況の 

評価・検討に関する報告書」における分別排出の考えられる施策の例として、「紙製容器包装の回収量の拡大の観点 

からの識別表示の検討を引き続き行うべきである」と課題として取り上げられていること及び下記の複合品（複合 

紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの設置を勘案し、第1回理事会（5月15日）で改訂しました。 
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③ 複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ設置 

 容器包装リサイクル制度の見直しに向け「提言３」で複合品（複合紙製容器包装）の収集・リサイクルの推進を 

提言していること、「プラスチック資源循環促進法」の施行にともない「基本的な方針」の告示で、「再生可能資源 

（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え」と「紙」について明確に位置付けていただきましたが、プ 

ラからの「紙化」を進めるにあたり「複合品」についてもリサイクルすることが求められているため、複合品（複 

合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの設置を第1回理事会（5月15日）で承認、複合品のリサイクルの推進をし 

てまいります。 

④ ＣＬＯＭＡの取り組み 

  ＣＬＯＭＡ（クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス）の取り組みで紙に直接係わる部分であ

る Key action 4＆5の代替素材の開発・利用（紙・バイオプラ等）において、法規制・基準分科会ではリサ

イクルの観点から「紙製容器包装の識別表示の区分」の在り方について検討、再資源化分科会では「未利用

の紙系廃棄物、複合素材廃棄物のリサイクルについて」検討を進めてまいります。 

（３）紙製容器包装の調査活動 

① 「容リ法改正対策・総務・技術委員会活動報告書」の分析 

  容リ制度見直しに備え、2023年度に発行した「容リ法改正対策・総務・技術委員会活動報告書」（2012～ 

2023年度）のデータを整理し分析を進めてまいります。 

＜技術委員会＞ 

② 市町村のヒアリング調査及び組成分析調査 

③ 紙製容器包装のマテリアルフロー（2023年度）の作成 

＜総務委員会＞ 

④ 市町村回収量アンケート調査（人口10万人程度以上295市区対象） 

（４）３Ｒ推進のための広報・啓発 

＜総務委員会＞ 

① 「３Ｒ改善事例集第１８版」の発行 

② 展示会への出展 

③ 会員への情報提供 

・「紙推進協ニュース」の発行やメールの発信 

・「３Ｒ改善事例集第１８版」を全会員に送付 

・ホームページの充実 

（５）３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

   第４次自主行動計画である自主行動計画２０２５（2021～2025 年度）３年度目（2023 年度）の成果を 

  １２月に経団連とともにフォローアップ報告として記者発表、３Ｒ推進団体連絡会としてまとまって取り 

  組みます。 

   主体間の連携を推進するために、①３Ｒ推進フォーラム ②３Ｒ交流セミナー ③３Ｒ市民リーダー育成 

（主幹事）④「エコプロ２０２４」（副幹事）に出展等を実施します。 

   また、指定法人が中心となって有識者・関係者と連携しつつ検討する課題については、指定法人ルート 

  の４団体を中心に有力団体と連携しつつ取り組みを進めてまいります。 

（６）２０２４年度予算案説明 

専務理事より２０２４年度予算案について、特に複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧの特別会 

費及び取り組みに関する予算案の内容を説明しました。 

   この後、２０２４年度特別会費の申込について、複合品（複合紙製容器包装）リサイクル推進ＷＧ設置の内 

容とともに説明しました。 
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第３号議案について議長が質問、意見を求めたところ満場異議なく了承されました。 

議長は、以上をもって議案の審議はすべて終了した旨を告げました。 

 

  ２０２３年度の個別活動報告については、パワーポイント資料を基にプロジェクターを使用して、「紙製容器包 

装の容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」の改訂、「容リ法改正対策委員会活動報告」、「総務委員会活 

動報告」、「技術委員会活動報告」について、専務理事ならびに國弘委員長より報告しました。 

 

〇 総会後の懇親会 

野口会長から昨年に引き続き開催する懇親会への出席と、日頃のご協力に対する謝辞及び取り組みが述べられ

た後、以下の来賓の方々からご挨拶をいただきました。 

・経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 統括課長補佐 吉川 泰弘様 

・経済産業省 製造産業局 素材産業課 課長補佐 西川 康文様 

・農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室 課長補佐 

         川端 匡様 

・環境省 環境再生・資源循環局 総務課 容器包装・プラスチック資源循環室 室長 井上 雄祐様 

乾杯を山田副会長にしていただき、懇親会をスタートしました。 

原田副会長による中締めにより散会しました。 

 

 

◇ 容リ制度見直しの関連動向 

指定法人が京都市及び堺市について 

〔令和６年度分プラスチックの分別基準適合物／分別収集物の引き取り拒否〕 

指定法人である（公財）日本容器包装リサイクル協会（以下容リ協）は、今年 1 月、京都市及び堺市について

プラスチックの分別基準適合物/分別収集物の品質改善等が図られないため、令和 6年度分の引き取り拒否を決定

し、不適正行為等に関する情報開示内規に従って公表しました。 

両市が中間処理を委託している事業者(保管施設)から引き渡されたべールには、未選別ベールが多数混入し、

係るべール中に含まれていた金属棒等が再商品化事業者の破砕機を損傷したほか、未破袋の他市町村の指定ごみ

袋が混入するなど容リ協が定める引き取り品質ガイドラインを著しく下回る実態と深刻な被害状況が確認されま

した。さらに、べールの引取り運搬事業者を正当な理由なく長時間待機（最長１３時間）させる事態も度々発生

しました。容リ協は再三にわたり改善を指導、要請し、時間をかけて経過を注視してきたが、改善の見込みがな

いと判断されたため、国とも十分協議し、その判断もふまえた上で決定したものであるとのことです。 

上記詳細な報告内容は、当推進協議会が容リ協の総務企画委員会において、重要な判断事項については、明瞭

に報告すべきであるとの意見表明により第１回定時理事会に向けて修正、報告されたものである。 

 

資料１ 容リ協 第１回定時理事会 

普及啓発・リスク管理に係る令和５年度報告(令和６年度落札結果含む)等について 

（７）適切な情報開示によるガバナンスの確保②より 
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２０２４年６月５日開催の総務企画委員会にて精算金額及び精算率の発表が行われました。 

【令和５年度特定事業者再商品化実施委託料金総額及び清算金額】（実施委託料） 単位：円 

特定分別基準適合物 令和５年度特定事業者 

再商品化予定実施委託料金

（精算前）（Ａ） 

再商品化実施委託料金の 

精算金額         

（Ｂ） 

ご参考 

精算率(％) 

（Ｂ／Ａ） 

紙製容器包装 552,127,703 

（547,969,574） 

175,798,597 

（202,315,852） 

31.8 

(36.9) 

ガラスびん無色 906,494,320 

（876,625,413）       

52,017,885 

（84,265,776） 

5.7 

(9.6) 

ガラスびん茶色 964,595,060 

（812,256,897） 

61,269,921 

（-67,698,982） 

6.4 

(-8.3) 

ガラスびんその他の色 2,702,102,360 

（2,433,660,415） 

602,433,257 

（279,326,231） 

22.3 

(11.5) 

ＰＥＴボトル 3,378,642,239 

（1,066,969,406） 

298,638,289 

（3,006,442,578） 

8.8 

(281.8) 

プラスチック製容器包装 53,436,327,921 

（46,132,031,646） 

10,718,310,465 

（4,894,094,406） 

20.1 

(10.6) 

＊精算率は小数点以下第 2位を四捨五入しています。      （注）下段（ ）内は令和４年度(2022年度) 

 

【令和４年度特定事業者再商品化拠出委託料金総額及び清算金額】（拠出委託料） 単位：円 

特定分別基準適合物 令和４年度特定事業者 

再商品化予定拠出委託料金

（精算前）（Ａ） 

再商品化実施委託料金の 

精算金額 

（Ｂ） 

ご参考 

精算率（％）  

（Ｂ／Ａ） 

紙製容器包装 0 

（0） 

0 

（0） 

0.0 

(0.0) 

ガラスびん無色 0 

（0） 

0 

（0） 

0.0 

(0.0) 

ガラスびん茶色 0 

（0） 

0 

（0） 

0.0 

(0.0) 

ガラスびんその他の色 0 

（0） 

0 

（0） 

0.0 

(0.0) 

ＰＥＴボトル 85,534,929 

（0） 

15,217,748 

（0） 

17.8 

(0.0) 

プラスチック製容器包装 0 

（0） 

0 

（0） 

0.0 

(0.0) 

＊精算率は小数点以下第 2位を四捨五入しています。     （注）下段（ ）内は令和３年度(2021年度) 

尚、“清算金額の計算方法”、指定法人の“業務報告”、については、添付の資料２～４を参照ください。 

 資料２ 再商品化実施委託料金清算金額計算方法  資料３ 再商品化拠出委託料金清算金額計算方法 

 資料４ 紙容器事業部 令和５年度(2023年度)業務報告・令和６年度(2024年度)活動計画 

◇ 精算金額及び精算率 （公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（指定法人）資料） 

 






































